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信号機設置の合理化に向けた更なる取組の推進について（通達）

信号機設置の合理化については、「『信号機設置の指針』の制定について（通達）」（平

成２８年１月１５日付け熊交規第３６号）、「必要性が低下した信号機の撤去に向けた取

組の推進について（通達）」（平成２９年３月１３日付け熊交規第２２４号）により取り

組んできたところであるが、この度、警察庁から別添「信号機の設置の合理化等の更な

る推進について（通達）」（平成３１年３月１４日付け警察庁丙規発第６号、丙交企発第

４４号、丙交指発第１８号）により、今後５年間の集中的な取組が指示され、本県にお

いても、いまだ信号機の約１３％が更新基準を超え、中長期的な老朽化対策が必要であ

ることや道路交通需要の増加率（５．４％）よりも信号機設置数の増加率（２９．０％）

が上回っている状況（平成９年と平成２７年との比較）を踏まえ、既存の信号機設置箇

所の点検、分析等による信号機設置の合理化を図ることとした。

各警察署にあっては下記の要領に基づき、信号機設置の合理化に向けた更なる取組を

推進されたい。

記

１ 信号機設置の基本的な考え方

信号機は、交差点又は横断歩道において交通流を時間的に分離し、交通流の交錯に

よる交通事故の発生を防止するとともに、交差点の処理能力を改善し、遅れ時間を減

少させることができるものであるが、設置後の交通環境の変化により実態に適合しな

くなったものを放置した場合には、信号無視を誘発したり、自動車等を不必要に停止

させ遅れ時間を発生させるなど、交通の安全と円滑に支障を及ぼすほか、県民の交通

規制に対する信頼や遵法意識を損なうことにもなりかねない。

そこで、信号機設置のより一層の合理化を推進する観点から、信号機設置の指針に

照らして全ての信号機の必要性を点検し、その結果に応じて必要性が低下した信号機

の撤去又は移設（以下「撤去等」という。）を図るとともに、設置自体に合理性が認め

られる信号機についても、複数交差点の信号制御機の集約、補助灯器の撤去等による

維持コストの削減等を図ることとする。

２ 取組要領

⑴ 信号機の総点検

管内の全信号機を対象に、信号機管理簿等の書面による点検を行い、設置当時か

ら交通実態が大きく変化するなど信号機設置の指針に照らして重点的に点検を行う

必要性が高い信号機（以下「重点点検信号機」という。）を３割以上選定すること。

なお、一灯点滅式信号機は必ず重点点検信号機に選定すること。

また、補助灯器や車両感知器を撤去等するなどにより維持コストを削減できるも

のについても重点点検信号機として選定すること。

⑵ 重点点検信号機の報告



選定した重点点検信号機については、別添様式１により警察本部交通規制課長（以

下「交通規制課長」という。）を経由して報告すること。

⑶ 重点点検信号機の確定

交通規制課長は、各警察署が報告した重点点検信号機を精査し、各警察署の重点

点検信号機を確定させるとともに、精査結果を各警察署に通知すること。

⑷ 分類

各警察署は、交通規制課長から通知のあった重点点検信号機について、交通実態、

交通事故発生状況等を調査・分析し、その結果を基に信号機設置の指針に照らして

以下の３分類に整理すること。

ア 現状で撤去等することが妥当である信号機

イ 現状では維持する必要があるものの、学校の統廃合等の情勢の変化により令

和５年度末までに撤去等の可否を検討する可能性がある信号機

ウ それ以外の信号機（設置の必要性が高いが、維持コストの削減が図れるもの）

⑸ 分類結果の報告

分類結果について、別添様式２により交通規制課長を経由して報告すること。

⑹ 信号機撤去等の上申

⑷アに分類した信号機については、積極的に地元住民への説明や必要に応じ道路

管理者との調整を行い、地元住民の合意が得られたものから順次、信号機撤去等の

上申を行うこと。

⑺ 維持コストの削減に向けた取組

⑷ウに分類した信号機のついては、警察本部交通規制課の予算措置により維持コ

スト削減のための対策が実施されることとなるため、警察本部交通規制課との連携

を密にし、現示秒数の見直しや灯器のＬＥＤ化による視認性の確保等必要な取組を

行うこと。

３ 取組期間

⑴ 重点点検信号機の選定及び分類

通達発出日から令和元年１１月末までの間

⑵ 撤去等することが妥当である信号機の撤去等及び維持コストの削減に向けた取組

分類終了日から令和５年度末までの間

４ 報告要領

⑴ 報告期限

ア ２⑵の重点点検信号機の報告については、令和元年７月２２日（月）とする。

イ ２⑸の分類結果の報告については、令和元年１２月１３日（金）とする。

⑵ 報告先

交通規制課管制第一係宛に電子メールにより報告すること。

※ 様式（略）

※ 警察庁通達「信号機の設置の合理化等の更なる推進について（通達）」について

は、警察庁ホームページをご覧ください。


